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上記のとおり相違ありません。

氏　名

　法第31条の３第２項の規定により同条第１項の宅地建物取引士とみなされる者にあつては、本様式
の作成を省略することができる。

Ｒ７年　４月　１日

宅建　太郎

( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ )
氏 名

専任宅地建物取引士 （千葉）９９９９９号

職　歴

期　　　　　間 従　事　し　た　職　務　の　内　容

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

備　考

（Ａ４）

略歴書（専任の宅地建物取引士等）

添　付　書　類　（８）

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

株式会社千葉宅県　専任の宅地建物取引士就任

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　Ｒ７年　４月　１日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

住 所

　Ｒ３年　４月　１日

タッケン　タロウ

千葉県千葉市中央区市場町１－１

（　０４３　）〇〇〇－〇〇〇〇

生年月日 平成11年6月1日
宅建　太郎

（これ以前は学生）
千葉不動産有限会社　入社　Ｒ７年　３月３１日

・略歴書については、申請時点から最低直近１０年

記載してください。

・直近１０年の中に職歴がない期間がある場

合は、「主婦・学生・無職」等記載してください。

・代表取締役、取締役、政令使用人等の役員等が

専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、本書の提出
に代えて「添付書類（３）略歴書」を提出してください。


